
法
曹
養
成
の
新
た
な
動
向
（
1
）

　
　
　
ー
ド
イ
ッ
の
二
〇
〇
二
年
改
正
法

ノ
」
、

野

秀

誠

（1）　法曹養成の新たな動向（1）

第
一
章
　
二
〇
〇
二
年
改
正
法

第
一
節
　
は
じ
め
に

　
1
　
二
〇
〇
二
年
改
正

　
ド
イ
ッ
連
邦
議
会
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
一
日
、
法
曹
養
成
制

度
の
改
革
を
目
指
し
た
改
正
法
を
可
決
し
た
。
改
正
法
は
、
一
九
九

〇
年
代
か
ら
継
続
的
に
行
わ
れ
て
い
る
改
革
の
延
長
と
し
て
、
新
た

な
理
念
（
後
述
）
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
施
行
は
二
〇
〇
三

年
七
月
一
日
で
あ
る
・

　
一
九
九
〇
年
代
の
コ
ー
ル
政
権
の
も
と
で
、
す
で
に
種
々
の
改
革

が
行
わ
れ
て
き
た
。
主
と
し
て
大
学
で
の
勉
学
期
間
の
短
縮
を
ね
ら

い
　
（
算
入
さ
れ
な
い
受
験
、
分
割
受
験
な
ど
）
、
試
験
科
目
や
司
法

研
修
の
態
様
も
論
議
さ
れ
た
。
授
業
料
の
有
料
化
も
検
討
さ
れ
、
今

で
は
、
か
な
り
の
州
に
お
い
て
、
登
録
料
の
徴
収
が
行
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
に
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
が
発
足
し
て
か
ら
は
、

か
ね
て
S
P
D
政
権
の
も
と
で
一
部
の
大
学
と
州
で
開
始
さ
れ
、
そ

の
後
廃
止
さ
れ
た
一
元
的
な
法
曹
養
成
制
度
の
復
活
も
論
議
の
対
象

と
な
っ
た
。
こ
の
改
正
は
、
債
務
法
、
賃
貸
借
法
、
消
費
者
法
の
改

正
な
ど
と
並
ん
で
、
司
法
の
現
代
化
法
の
一
環
で
も
あ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
改
革
法
案
を
中
心
と
し
て
、
近
時
の
ド
イ
ッ
の
法

曹
養
成
制
度
の
論
議
の
方
向
と
理
念
を
紹
介
・
検
討
し
、
わ
が
く
に

の
改
革
の
参
考
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
近
時
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
L
）

曹
養
成
の
具
体
的
な
動
向
を
も
紹
介
す
る
。

2
　
改
正
法
の
骨
子
と
理
念

現
在
の
法
曹
養
成
制
度
の
基
本
で
あ
る
大
学
と
実
務
研
修
の
二
段

1



一橋論叢第129巻第1号平成15年（2003年）互月号　（2）

法改正の年 1961　　　　1965　　　　1971　　1980 1984　　　　　　1992

2
段
階
制

大学 3年半（最短期間）
　　（実質5年から6年）

3年半（標準期間）、最短期間は2
（実質6年）、短期化への改革

実務研修 3年半　2年半 2年　　　　　2年半 2年

1段階制 一　　　　一

なし）

併
用
一
併
用
5
年
半 　　　→

廃止）

一　　　　一

階
法
曹
養
成
制
度
は
、
維
持
さ
れ
る
。

こ
れ
を
一
本
化
す
る
制
度
の
構
築
は

行
わ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

制
度
的
な
意
味
で
の
修
正
は
、
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
は
な
い
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
法
で
は
、
勉

学
期
間
（
ω
ε
9
窪
器
5
は
、
四

年
と
さ
れ
る
（
五
a
条
）
。
実
務
研

修
期
間
は
、
二
年
で
あ
る
。
一
九
九

〇
年
代
、
勉
学
期
間
の
短
縮
を
ね

ら
っ
て
、
勉
学
の
標
準
期
間
の
設
定

が
行
わ
れ
、
受
験
時
期
の
早
期
化
を

ね
ら
っ
た
種
々
の
施
策
が
導
入
さ
れ

た
が
、
実
質
六
年
に
達
す
る
大
学
で

の
在
学
期
間
は
、
五
年
以
下
に
は
短

　
　
　
　
　
（
2
）

縮
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
回

の
改
正
で
は
、
数
字
の
上
の
み
で
こ

れ
を
短
縮
す
る
試
み
は
行
わ
れ
ず
、

四
年
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
裁
判
官

法
五
a
条
一
項
。
以
下
の
条
文
も
と

く
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
、
ド
イ
ッ
裁
判
官
法
で
あ
る
）
。
し
か
し
、

勉
学
期
間
四
年
と
、
実
質
の
期
間
五
年
と
の
そ
ご
は
、
今
後
も
継
続

す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
競
争
の
観
点
か
ら
、
い
っ
そ
う
の
短
縮
化

は
な
お
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
従
来
の
経
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
、
上
図
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
改
革
法
に
は
、
新
た
に
、
つ
ぎ
の
四
つ
の
柱
が
立
て
ら

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
大
学
に
お
け
る
学
際
的
、
国
際
的
教
育
の
重

視
、
②
第
一
次
試
験
の
三
〇
％
に
つ
き
行
わ
れ
る
重
点
試
験
の
導
入
、

③
九
か
月
の
弁
護
士
研
修
に
み
ら
れ
る
弁
護
士
能
力
の
重
視
、
④
裁

判
官
の
社
会
的
な
資
質
の
重
視
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
従
来
裁
判

官
の
養
成
を
主
た
る
目
的
と
し
た
法
曹
養
成
制
度
の
理
念
は
か
な
り

変
質
し
、
ま
た
裁
判
官
的
な
法
技
術
の
習
得
を
目
ざ
し
た
体
系
も
、

よ
り
多
様
な
も
の
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
、
第
二

節
以
下
で
、
や
や
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節
改
正
法
の
論
点

　
1
　
大
学
で
の
重
点
教
育

　
大
学
で
の
重
点
教
育
の
重
要
性
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
強
調
さ
れ

　
　
（
4
）

て
い
た
が
、
勉
学
期
間
の
短
縮
が
お
も
な
検
討
の
対
象
と
さ
れ
（
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

五
a
条
の
二
年
間
の
最
短
勉
学
期
間
）
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
施

2



（3）　法曹養成の新たな動向（1）

策
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
改
正
法
は
、

第
一
次
国
家
試
験
と
と
も
に
大
学
に
お
け
る
重
点
領
域
の
試
験
が
行

わ
れ
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
（
五
a
条
一
項
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

新
た
に
、
勉
学
の
終
了
試
験
（
ω
ε
良
2
魯
8
乞
5
呂
急
旨
p
α
q
）

が
、
法
曹
教
育
の
改
革
の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
第
一
次
国
家
試
験

の
三
〇
％
に
相
当
す
る
重
点
試
験
（
ω
9
≦
震
讐
鼻
9
雪
虫
9
ω
－

質
驚
⊆
お
）
を
大
学
で
す
る
こ
と
と
な
り
、
従
来
の
一
元
的
な
国
家

試
験
の
形
態
が
修
正
さ
れ
る
（
国
家
試
験
は
、
必
修
科
目
1
1
℃
駐
o
窪
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

富
9
箕
き
白
α
q
に
関
す
る
試
験
と
な
る
）
。
プ
ロ
イ
セ
ン
以
来
の
国

家
（
ラ
ン
ト
）
管
理
試
験
の
伝
統
の
修
正
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
の
法
曹

養
成
制
度
加
国
家
（
ラ
ン
ト
）
の
権
威
に
依
存
し
た
の
は
、
一
九
世

紀
の
地
域
ご
と
の
大
学
の
権
威
の
不
足
と
ラ
ン
ト
に
よ
る
統
制
の
一

環
で
あ
り
、
官
僚
国
家
と
し
て
の
沿
革
に
も
と
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
是
正
は
直
接
的
な
国
家
管
理
か
ら
の
脱
却
と
、
他
面
で
は
、
ド

イ
ッ
の
大
学
の
国
民
国
家
（
個
別
の
ラ
ン
ト
で
も
、
皇
帝
や
教
皇
な

ど
の
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
権
威
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
大
学
の
基
礎
を
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

め
る
）
と
の
一
元
化
が
よ
う
や
く
完
成
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
大
学
ご
と
の
試
験
の
方
式
は
、
勉
学
の
組
織
や
効
果
に
も
影
響
を

与
え
、
ま
た
学
生
だ
け
で
は
な
く
、
優
秀
か
つ
多
様
な
教
授
を
め
ぐ

る
学
部
の
競
争
に
も
影
響
を
与
え
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
大
学
は
、
従
来
以
上
に
内
容
的
に
重
点
を
お
い
た
講
義
科
目
を

配
置
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
学
部
に
お
い
て
質
の
競

争
（
O
臣
葺
聾
ω
毛
9
び
Φ
≦
震
σ
）
を
し
た
り
、
若
い
法
律
家
志
望
者

が
自
分
の
傾
向
に
あ
う
重
点
項
目
を
選
択
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
、
内
容
的
な
重
点
科
目
の
設
定
が
可
能
に
な
る
。
重
点
領

域
の
試
験
（
ω
9
毛
①
8
弩
ζ
σ
巽
虫
魯
8
『
畦
盲
α
q
）
は
こ
れ
に
応

じ
た
も
の
で
あ
る
。
大
学
は
、
重
点
領
域
に
対
す
る
固
有
の
観
点
か

ら
、
従
来
の
選
択
科
目
を
見
直
し
再
評
価
し
て
、
み
ず
か
ら
の
責
任

で
試
験
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
次
国
家
試
験
の
必
修
科

目
の
試
験
は
存
続
す
る
も
の
の
、
配
点
比
率
は
下
か
り
、
第
一
次
国

家
試
験
の
総
点
数
の
三
〇
％
相
当
分
は
、
大
学
の
試
験
の
結
果
に
も

と
づ
い
て
配
点
さ
れ
る
。

　
大
学
の
重
点
領
域
の
試
験
と
国
家
試
験
の
素
材
は
、
勉
学
が
四
年

行
わ
れ
た
こ
と
を
基
準
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
大
学
の
重
点
領
域
の

試
験
で
は
、
最
低
一
つ
の
書
面
に
よ
る
成
果
が
必
要
で
あ
り
、
必
修

科
目
の
国
家
試
験
で
は
、
書
面
に
よ
る
試
験
と
口
述
試
験
が
行
わ
れ

る
（
五
d
条
二
項
）
。
州
法
に
よ
り
、
二
年
半
以
降
、
勉
学
期
間
の

途
中
で
試
験
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
か
ら
も
行

わ
れ
て
い
る
勉
学
期
間
の
中
間
に
バ
ー
を
設
け
る
試
験
の
趣
旨
で
あ

る
。

3



一橋論叢第129巻第1号平成15年（2003年）1月号　（4）

　
な
お
、
大
学
で
の
重
点
教
育
試
験
が
行
わ
れ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ

て
他
の
州
で
の
実
務
研
修
が
拒
絶
さ
れ
な
い
の
は
、
従
来
の
（
州
日

ラ
ン
ト
の
）
国
家
試
験
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
（
六
条
一
項
）
。

　
2
　
新
た
な
能
力
の
獲
得
の
た
め
の
科
目
の
新
設
－
解
決
能
力
と

　
　
　
外
国
語
－

　
法
曹
教
育
の
た
め
の
大
学
の
勉
学
に
は
、
現
代
的
な
観
点
か
ら
、

新
た
な
科
目
が
必
要
と
な
る
。
改
正
法
の
も
と
で
は
、
従
来
の
伝
統

的
な
体
系
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
重

視
さ
れ
る
の
は
、
法
曹
教
育
に
お
け
る
国
際
性
志
向
（
コ
5
3
甲

ぎ
屋
一
Φ
○
冨
三
一
。
≡
昌
σ
q
）
で
あ
る
。
外
国
語
に
よ
る
法
律
学
の
勉

学
の
機
会
を
え
る
こ
と
や
専
門
に
関
連
し
た
言
語
コ
ー
ス
（
ヰ
Φ
∋
阜

ω
胃
8
三
閃
Φ
お
o
葺
ω
≦
一
の
の
Φ
p
の
9
駄
一
一
〇
訂
く
の
茜
島
一
巴
ε
口
の
o
O
段

お
o
耳
ω
毛
虜
器
房
o
『
鉱
島
o
げ
ゆ
5
面
R
8
耳
9
0
ω
目
8
げ
ズ
貫
紹
）
が
、

法
曹
養
成
の
重
要
な
部
分
と
な
る
（
五
a
条
二
項
）
。
必
修
科
目
は
、

民
法
、
刑
法
、
公
法
、
手
続
法
の
中
心
部
分
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
、
法

学
方
法
論
、
法
哲
学
、
法
史
学
、
法
社
会
学
で
あ
る
。
重
点
領
域
は
、

関
連
す
る
必
修
科
目
の
勉
学
を
補
充
し
た
り
深
め
、
学
際
性
、
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

性
に
資
す
る
も
の
と
さ
れ
る
（
五
a
条
二
項
）
。

　
ま
た
、
勉
学
の
目
的
は
、
裁
判
的
、
行
政
的
、
法
律
相
談
的
な
実

務
（
色
①
お
o
算
呂
お
9
窪
位
ρ
〈
震
≦
巴
吊
コ
留
仁
コ
O
お
o
葺
9
①
－

轟
8
呂
Φ
ギ
震
邑
能
力
の
達
成
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
従
来
お

も
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
の
は
、
裁
判
的
な
能
力
の
達
成
で
あ
っ
た

　
　
　
　
（
9
）

（
五
a
条
三
項
）
。

　
し
か
し
、
法
律
職
に
お
け
る
仕
事
を
実
り
あ
る
も
の
と
す
る
に
は
、

た
ん
に
国
家
試
験
で
は
か
ら
れ
る
専
門
の
能
力
の
み
で
は
な
く
、
非

法
律
的
な
能
力
の
伸
長
も
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
社
会
的
な
資
質
と

学
際
的
な
能
力
の
増
進
を
要
す
る
。
そ
こ
で
、
具
体
的
な
解
決
能
力

と
外
国
語
能
力
を
包
含
す
る
た
め
に
、
法
曹
教
育
の
基
本
で
あ
る
ド

イ
ッ
裁
判
官
法
の
規
定
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
詳
細
は

州
法
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
新
た
な
裁
判
官
法
は
、
交
渉
能
力
、
会

話
遂
行
力
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
紛
争
解
決
能
力
、
調
停
力
、
尋
問
法
、

コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
（
＜
Φ
甚
窒
色
琶
α
q
ω
ヨ
き
品
①
ヨ
①
旦

O
o
ω
胃
曽
3
ω
日
耳
⊆
昌
堕
勾
箒
8
ユ
F
ω
＃
Φ
一
一
ω
〇
三
剛
9
ε
コ
α
Q
一
ζ
a
凶
餌
－

試
○
戸
く
Φ
ヨ
魯
ヨ
⊆
昌
α
q
ω
一
Φ
ぼ
Φ
＝
⇒
α
内
o
ヨ
∋
⊆
三
評
餌
鉱
o
霧
註
三
閃
－

ざ
5
な
ど
の
学
際
的
な
解
決
能
力
（
ヨ
♂
＆
蕾
琶
一
轟
届
曽
三
阜

ω
ω
①
一
ρ
轟
属
民
呂
9
）
に
つ
い
て
明
示
し
た
（
五
a
条
三
項
）
。
ほ

か
に
、
柔
軟
性
、
創
造
性
（
ζ
o
窪
詳
貰
コ
o
箆
σ
E
一
馨
琶
O
寄
8
－

二
≦
鼠
一
）
も
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
専
門
の
外
国
語
能
力

（
富
3
8
g
三
8
冨
閃
お
ヨ
α
8
冨
9
雲
ぎ
p
9
一
ω
ω
Φ
）
も
、
法
律
家

4



（5）　法曹養成の新たな動向（1）

に
と
っ
て
重
要
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
外
国
の
法
律
家
に
対
し
て

も
国
際
的
な
解
決
を
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
五
a

条
二
項
）
。

　
国
家
試
験
お
よ
び
大
学
の
試
験
に
お
い
て
も
、
五
a
条
三
項
の
目

的
に
し
た
が
い
、
裁
判
的
、
行
政
的
、
法
律
相
談
的
な
実
務
能
力
に

そ
く
し
た
能
力
と
、
そ
の
た
め
の
解
決
能
力
を
は
か
る
こ
と
が
基
準

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
な
る
（
五
d
条
一
項
）
。
ま
た
、
五
a
条
二
項
の
外
国
語
の
資
質

も
考
慮
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
（
同
条
一
項
）
。

　
第
二
次
国
家
試
験
の
書
面
試
験
は
、
研
修
期
間
の
一
八
か
ら
二
一

か
月
目
の
間
に
行
わ
れ
る
。
試
験
は
、
必
修
の
研
修
場
所
ご
と
に
行

わ
れ
る
。
監
督
さ
れ
る
試
験
と
家
で
の
試
験
に
つ
い
て
は
、
州
法
で

規
定
さ
れ
る
。
口
述
試
験
は
、
す
べ
て
の
養
成
期
間
を
対
象
と
し
て

行
わ
れ
る
（
五
d
条
三
項
）
。
ま
た
、
国
家
試
験
に
お
い
て
は
、
成

績
評
価
の
さ
い
に
、
た
ん
に
成
績
を
合
計
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
全

印
象
か
ら
（
曽
鼠
O
ε
＆
号
ω
O
①
鍔
ヨ
琶
昌
身
9
訂
）
、
そ
れ
を
逸

脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
d
条
四
項
）
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

逸
脱
は
、
成
績
の
段
階
の
三
分
の
一
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

口
述
試
験
の
成
績
は
、
四
〇
％
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、

こ
れ
ら
は
、
旧
法
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

　
国
家
試
験
は
、
一
回
の
み
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
（
五
d
条
五

項
）
。
こ
れ
は
、
二
回
の
受
験
制
限
の
趣
旨
で
あ
る
。
裁
判
官
法
上
、

従
来
は
、
一
次
試
験
の
み
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
3
　
九
ヵ
月
の
弁
護
士
研
修
ー
弁
護
士
教
育
の
強
化

　
実
務
研
修
で
は
、
従
来
と
同
様
に
、
民
事
裁
判
所
お
よ
び
刑
事
裁

判
所
、
行
政
官
庁
、
弁
護
士
事
務
所
が
必
修
の
研
修
場
所
で
あ
る

（
五
b
条
二
項
）
。

　
し
か
し
、
実
務
研
修
で
は
、
と
り
わ
け
弁
護
士
的
な
実
務
の
能
力

の
獲
得
が
重
要
な
も
の
と
さ
れ
、
法
律
家
の
弁
護
士
職
を
志
向
し
た
聾

教
育
（
島
①
睾
∈
巴
房
o
ユ
Φ
目
一
霞
一
〇
＞
島
窪
3
お
）
が
強
化
さ
れ

る
。
そ
こ
で
、
実
務
研
修
で
は
、
弁
護
士
研
修
の
期
間
と
密
度
が
強

化
さ
れ
る
。
従
来
の
実
務
研
修
で
は
、
研
修
場
所
ご
と
に
、
試
験
の

成
績
に
し
た
が
っ
て
将
来
の
職
業
の
た
め
の
個
別
の
研
修
を
し
て
い

た
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
将
来
的
な
（
補
充
の
）
養
成
を
も
視
野

に
い
れ
て
、
弁
護
士
的
な
要
素
（
＞
コ
≦
巴
δ
σ
臼
o
α
q
雪
霧
国
。
ー

ヨ
o
耳
）
を
全
般
的
に
強
化
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
護
士
職
に

お
け
る
義
務
的
な
研
修
期
間
が
、
す
べ
て
の
修
習
生
（
カ
①
富
お
亭

α
貰
）
に
つ
い
て
、
九
カ
月
へ
と
延
長
さ
れ
る
（
五
b
条
三
項
）
。

従
来
は
最
低
三
か
月
で
、
六
か
月
が
通
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
研

修
は
、
最
低
三
ヵ
月
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
州
法
に
よ
っ
て
、
弁

5



一橋論叢　第129巻　第1号　平成15年（2003年）1月号　（6）

護
士
研
修
の
一
部
を
公
証
人
や
、
企
業
、
団
体
の
も
と
で
の
三
カ
月

か
、
ま
た
は
そ
の
他
の
法
律
相
談
的
な
養
成
を
す
る
の
に
相
当
な
場

所
で
も
行
い
う
る
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
五
b
条
四
項
、
六

（
n
）

項
）
。

　
弁
護
士
と
他
の
司
法
職
と
は
近
接
し
て
い
る
か
ら
、
弁
護
士
的
要

素
が
養
成
制
度
で
強
調
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
法
曹
の
養
成
方
法

が
ま
っ
た
く
転
換
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
行
政
や
経
済
関
係

の
職
に
つ
く
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
職
は
、
裁
判
官
よ
り
も
弁
護
士

に
近
接
す
る
か
ら
、
弁
護
士
的
な
養
成
に
は
よ
り
利
点
が
あ
る
。
し

か
し
、
弁
護
士
的
養
成
が
強
調
さ
れ
る
限
度
で
は
、
従
来
の
統
一
的

法
律
家
（
田
呂
Φ
一
童
豊
8
の
像
は
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

従
来
、
裁
判
官
的
な
養
成
が
重
視
さ
れ
て
い
た
が
、
じ
っ
さ
い
に
は

修
習
生
の
八
○
％
以
上
が
弁
護
士
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
じ
た
職
に
つ

い
て
い
た
実
態
が
あ
り
、
そ
れ
に
そ
く
し
た
改
革
で
あ
る
。

　
大
学
の
勉
学
も
、
従
来
よ
り
も
、
オ
…
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
裁
判
的
、

管
理
的
、
法
律
相
談
的
な
実
務
（
島
Φ
お
。
葺
ω
冥
9
ぎ
a
ρ
〈
R
毛
尊

8
a
o
⊆
且
8
9
富
σ
R
窪
Φ
⇒
3
写
貰
邑
に
向
け
ら
れ
る
。
従

来
の
裁
判
的
な
勉
学
か
ら
、
と
り
わ
け
法
律
相
談
的
な
勉
学
に
軸
足

を
移
か
す
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
弁
護
士
研
修
の
強
化
に
よ
っ
て
、
内
容
的
、
手
続
的
、
人
的
に
、

弁
護
士
職
が
法
曹
養
成
に
い
っ
そ
う
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

連
邦
弁
護
士
法
は
、
今
の
ま
ま
で
は
弁
護
士
研
修
に
つ
い
て
内
容
的

に
不
十
分
と
な
る
。
法
曹
養
成
は
、
と
く
に
裁
判
上
お
よ
び
裁
判
外

の
弁
護
士
活
動
、
依
頼
者
と
の
交
際
、
弁
護
士
職
務
法
お
よ
び
弁
護

士
事
務
所
の
組
織
を
も
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
趣
旨
か
ら
、
連
邦
弁
護
士
法
も
改
正
さ
れ
た
（
五
九
条
一

項
）
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
実
務
研
修
に
お
い
て
修
習
生
を
指
導
し
、

実
務
的
仕
事
を
与
え
る
と
さ
れ
て
い
た
の
を
、
よ
り
積
極
的
に
、
修

習
生
の
養
成
に
協
力
す
る
（
昌
箸
一
詩
窪
）
義
務
を
お
う
も
の
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
護
士
会
お
よ
び
理
事
の
責
任
の
一
つ
と

し
て
、
学
生
お
よ
び
修
習
生
の
養
成
と
試
験
に
協
力
す
る
べ
き
こ
と

（
従
来
は
修
習
生
の
養
成
へ
の
協
力
）
か
規
定
さ
れ
た
（
七
三
条
二

項
九
号
）
。
と
く
に
、
適
格
な
指
導
者
と
試
験
官
の
推
薦
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

　
4
裁
判
官
職
に
お
け
る
社
会
的
資
質
（
8
N
蛋
Φ

　
　
　
囚
o
ヨ
O
Φ
け
雪
N
）

　
司
法
権
は
裁
判
所
、
裁
判
官
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
社
会

的
な
委
託
は
、
裁
判
官
が
十
分
な
社
会
的
な
資
質
を
有
す
る
こ
と
を

前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
資
質
の
向
上
が
重
要
で
あ
り
、
裁
判
官
職

6



（7）　法曹養成の新たな動向（1）

の
養
成
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
前
提
で
も
あ
る
。
法
律
家
の
裁
判
官

へ
の
任
命
に
は
、
彼
ら
が
、
裁
判
官
職
の
遂
行
に
必
要
な
社
会
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

資
質
を
も
つ
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
。

　
裁
判
官
法
は
、
九
条
で
、
裁
判
官
の
資
格
に
つ
い
て
、
新
た
な
項

目
を
設
け
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
①
ド
イ
ッ
人
で
あ
る
こ
と
、
②

基
本
法
上
の
自
由
と
民
主
的
な
基
本
資
質
を
備
え
る
こ
と
、
③
五
条

か
ら
七
条
の
資
格
〔
大
学
や
司
法
研
修
、
試
験
に
関
す
る
、
お
も
に

知
識
的
な
要
件
で
あ
る
〕
を
具
備
し
、
能
力
を
備
え
た
こ
と
が
必
要

と
さ
れ
て
い
た
の
に
加
え
て
、
④
社
会
的
資
質
（
の
o
N
巨
Φ
囚
○
ヨ
冨
－

器
旨
）
の
旦
ハ
備
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
生
経
験
や
職
業
経

験
（
零
σ
窪
ω
1
信
＆
ω
o
ε
臓
Φ
詠
讐
ε
鵠
α
q
）
が
、
裁
判
官
と
な
る

た
め
の
基
本
的
な
要
件
と
な
る
。

　
な
お
、
既
存
の
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
日
に

資
格
の
あ
る
者
は
、
こ
の
資
格
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
一

〇
九
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
的
資
質
の
要
求
は
、
た
だ
ち
に
ア

メ
リ
カ
流
の
法
曹
一
元
を
目
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
伝
統
的
な

裁
判
官
や
官
吏
の
養
成
を
目
的
と
し
た
法
曹
養
成
制
度
か
ら
弁
護
士

の
養
成
に
軸
足
を
移
動
し
た
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
ド
イ
ッ
の
法
曹
養

成
制
度
の
理
念
の
か
な
り
重
大
な
転
換
を
意
味
し
て
い
る
。

第
一
一
一
節
経
過
措
置

　
1
　
第
一
次
国
家
試
験

　
二
〇
〇
三
年
七
月
一
日
以
前
に
勉
学
を
始
め
、
二
〇
〇
六
年
七
月

一
日
ま
で
に
第
一
次
国
家
試
験
の
申
請
を
し
た
者
は
、
旧
法
に
よ
り

受
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
州
法
に
よ
っ
て
、
学
生
が
、

新
法
に
よ
っ
て
受
験
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二

〇
〇
五
年
七
月
一
日
ま
で
に
司
法
研
修
に
採
用
さ
れ
た
第
一
次
試
験

合
格
者
（
即
寓
R
Φ
a
畦
）
．
は
、
原
則
と
し
て
旧
法
に
よ
っ
て
研
修

を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
現
在
、
大
学
で
勉
学
一
年
目
の
者
は
、
二
〇
〇
六
年

に
勉
学
期
間
の
四
年
目
で
あ
る
か
ら
、
旧
法
に
よ
り
受
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
五
年
目
の
二
〇
〇
七
年
に
受
験
す
る
場
合
に

は
、
新
法
に
よ
り
、
新
法
の
発
効
す
る
二
〇
〇
三
年
七
月
以
降
に
勉

学
を
始
め
る
者
は
、
新
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
来
年
か
ら

の
入
学
者
は
、
新
法
に
よ
る
。

　
現
在
、
勉
学
二
年
目
の
者
は
、
二
〇
〇
六
年
に
五
年
目
で
あ
り
、

実
質
勉
学
期
間
の
五
年
目
で
あ
る
か
ら
、
旧
法
の
適
用
に
よ
る
恩
恵

（
見
方
に
よ
っ
て
は
不
利
で
も
あ
る
が
）
が
大
き
い
。
　
こ
れ
と
の
比

較
で
は
、
現
在
の
一
年
生
は
不
利
で
あ
る
が
、
改
革
の
議
論
は
、
こ

7
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こ
数
年
の
も
の
で
あ
ヴ
、
い
た
ず
ら
に
先
送
り
す
る
こ
と
が
改
革
の

意
義
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
鑑
み
た
た
め
で
あ
る
。
日
本
で
も
、
口
i

ス
ク
ー
ル
に
よ
る
改
革
を
考
え
る
場
合
に
、
勉
学
開
始
の
時
期
を
考

慮
に
い
れ
な
い
と
、
新
し
い
皮
袋
に
古
い
ワ
イ
ン
を
注
ぎ
込
む
こ
と

に
な
ろ
う
。
新
司
法
試
験
は
旧
型
の
試
験
に
準
じ
た
大
幅
な
バ
イ
バ

ス
を
残
す
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
し
、
他
方
で
、
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

に
も
、
試
験
方
法
の
工
夫
な
し
に
は
、
少
な
く
と
も
当
初
は
受
験
技

術
に
た
け
た
旧
試
験
の
受
験
生
が
多
数
集
ま
り
そ
う
で
あ
る
。

2005，7勉学開始

↓
　
↓

2003．7 2006．7

旧法

13・7　　L堕1
日
法

①②Referendar
02　　　　03　　　　04　　　　05　　　　06．7

　　　　①　　②　　③　　④　　⑤

　
2
　
第
二
次
国
家
試
験

　
こ
れ
に
対
し
、
修
習
生
の
ほ
う

は
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
ま
で

に
司
法
研
修
に
採
用
さ
れ
れ
ば
た

り
る
か
ら
、
か
な
り
の
待
機
期
間

が
あ
る
と
し
て
も
、
影
響
は
少
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
1
）
　
本
改
正
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
①
ω
ζ
一
ー
写
9
ゆ
ひ
q
雪
二
邑

　
　
　
＞
口
一
≦
O
耳
Φ
⇒
　
N
ζ
吋
　
昌
〇
二
〇
コ

　
　
　
冒
膏
5
記
霧
σ
ま
⊆
四
（
名
島

　
ぎ
α
o
ユ
ω
一
9
9
ゆ
＝
①
ω
α
ξ
0
7
0
置
刀
①
噛
o
『
ヨ
α
震
冒
ユ
。
。
5
畠
⊆
ω
・

　
σ
ま
…
覧
）
■
お
よ
ぴ
②
寄
号
α
韓
切
5
8
ω
ピ
ω
壽
ヨ
凶
三
。
。
S
『
5

　
7
0
肺
U
『
，
工
Φ
『
B
U
蝉
仁
臣
o
『
I
O
ヨ
Φ
一
ぎ
一
ヨ
切
仁
コ
位
o
o
o
『
象
の
ヨ
ト
o
O
，

　
》
實
＝
　
N
O
O
N
　
N
⊆
ヨ
　
↓
ざ
ヨ
鎚
　
胃
Φ
噛
o
『
ヨ
　
α
巽
　
甘
ユ
ω
汁
①
コ
き
ω
－

　
σ
ま
…
中
が
、
概
括
的
な
解
説
を
加
え
て
い
る
。
①
は
、
司
法
省

　
に
よ
る
二
〇
〇
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
改
正
法
の
要
点
説

　
明
で
あ
る
。
②
は
、
司
法
大
臣
の
連
邦
参
議
院
で
の
演
説
で
あ
る
。

　
本
稿
第
一
章
は
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
　
な
お
、
私
は
、
改
正
法
の
成
立
し
た
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
、
本
改

　
正
に
つ
い
て
簡
単
な
紹
介
を
行
い
そ
れ
は
国
際
商
事
法
務
三
〇
巻
九

　
号
一
二
二
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
紹
介
を
敷
街
し
周

　
辺
の
検
討
を
も
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
一
九
九
〇
年
代
の
、
大
学
で
の
勉
学
期
間
の
短
縮
を
ね
ら
っ
た

　
種
々
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
大
学
と
法
曹
養
成
制
度
〔
二
〇

　
〇
｝
年
〕
一
〇
五
頁
、
一
八
三
頁
。

（
3
）
法
曹
養
成
期
間
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
書
七
四
頁
、

藍
七
八
頁
参
照
。

　
　
法
曹
養
成
期
間
の
短
縮
は
、
か
ね
て
行
わ
れ
た
一
段
階
の
法
曹
養

　
成
制
度
の
眼
目
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
と
の
比
較
で
は
、
わ
が
く
に
の

　
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
構
想
は
、
三
段
階
の
制
度
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、

　
重
厚
長
大
型
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
の
構
想
で
は
ア
メ
リ
カ
型

　
の
学
部
の
廃
止
を
視
野
に
い
れ
て
い
た
も
の
が
、
た
ん
な
る
積
み
上

8



（9）　法曹養成の新たな動向（1）

　
け
の
結
果
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
競
争
の

　
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
型
で
は
、
研
修
所

　
も
存
在
し
な
い
一
段
階
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
研
修
所
の
存
続
を
考

　
え
る
に
し
て
も
、
裁
判
官
教
官
の
派
遣
機
関
と
し
て
特
化
す
れ
ば
た

　
り
よ
う
。
弁
護
士
教
官
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ッ
と
同
様
に
弁
護
士
会

　
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
大
学
院
と
学
部
と

　
の
一
体
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
す
っ
き
り
し
た
一
段
階
の
制

　
度
に
準
じ
た
制
度
が
実
現
さ
れ
る
（
学
部
の
簡
素
化
と
大
学
院
へ
の

　
組
み
込
み
が
必
須
で
あ
る
）
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ッ
型
（
学
部

　
を
中
心
と
す
る
）
か
、
ア
メ
リ
カ
型
（
大
学
院
を
中
心
と
す
る
）
か

　
の
選
択
と
簡
素
化
が
必
要
で
あ
る
。

（
4
）
　
小
野
・
前
掲
書
九
六
頁
、
一
〇
二
頁
。

（
5
）
　
勉
学
期
間
短
縮
の
た
め
の
、
国
家
試
験
を
早
期
に
受
験
し
た
場

　
合
に
受
験
回
数
か
ら
除
外
す
る
こ
と
、
お
よ
び
分
割
受
験
に
つ
い
て

　
は
、
小
野
・
前
掲
書
一
六
三
頁
。

（
6
）
　
こ
れ
に
対
し
、
入
学
者
選
別
の
さ
い
に
、
伝
統
的
な
ア
ビ

　
ト
ゥ
ー
ア
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
認
め
る
改
革

　
は
、
一
九
九
八
年
の
大
学
基
本
法
改
正
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
小

　
野
・
前
掲
書
一
六
七
頁
、
一
八
四
頁
。

（
7
）
　
小
野
・
前
掲
書
一
七
九
頁
参
照
。
わ
が
く
に
で
予
定
さ
れ
て
い

　
る
制
度
は
、
基
本
的
に
旧
法
の
も
と
で
の
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る

　
制
度
に
近
い
。
大
学
に
対
す
る
不
信
か
ら
出
発
し
、
ア
メ
リ
カ
の
よ

　
う
な
自
由
競
争
に
任
せ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
。
不
自
由
さ
は
、
試
験

　
科
目
、
教
育
内
容
全
般
に
わ
た
る
。
司
法
研
修
と
い
っ
て
も
、
ド
イ

　
ツ
の
そ
れ
は
基
本
的
に
実
務
研
修
に
す
ぎ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
は
そ

　
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
す
ら
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て

　
も
、
裁
判
官
で
は
な
く
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
の
教
育
が
重
視
さ
れ

　
つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
国
際
競
争
の
う
え
で
重
要
な
相
違
で
あ
る
。

（
8
）
　
国
際
競
争
の
観
点
か
ら
、
外
国
法
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
重
視
さ

　
れ
た
の
は
、
一
九
九
二
年
改
正
以
来
で
あ
る
。
小
野
・
前
掲
書
一
〇

　
二
頁
。

（
9
）
　
小
野
・
前
掲
書
二
二
三
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
法
律
相
談
的
な
能
力
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
　
一

　
九
九
〇
年
代
の
末
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
一
部
は
、
法
律
関
係
の
専
門

　
大
学
に
お
い
て
専
修
型
の
法
律
家
養
成
の
契
機
と
な
っ
た
。
小
野
・

　
前
掲
書
二
一
六
頁
、
二
二
三
頁
。
そ
の
多
様
化
が
、
従
来
裁
判
官
養

　
成
を
中
心
と
し
て
い
た
一
般
の
大
学
の
法
曹
養
成
制
度
に
も
及
ん
で

　
き
た
の
で
あ
る
。

（
n
）
　
従
来
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前
掲
書
五
四
頁
、
　
一
〇
九

　
頁
。
一
九
九
二
年
に
、
実
務
研
修
が
二
年
に
短
縮
さ
れ
る
前
は
、
民

　
事
裁
判
所
で
も
研
修
が
最
低
九
ヵ
月
、
短
縮
後
で
も
最
低
六
ヵ
月
と

　
さ
れ
、
弁
護
士
研
修
は
、
そ
れ
以
前
は
五
カ
月
、
そ
の
後
最
低
三
な

　
い
し
四
カ
月
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
研
修
の
主

　
要
な
場
が
転
換
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。

9



一橋論叢第129巻第1号平成15年（2003年）1月号　（10）

（
1
2
）
　
前
述
の
①
②
（
前
注
1
）
参
照
。

第
二
章
　
法
曹
養
成
課
程
の
諸
問
題

第
一
節
国
家
試
験
に
関
す
る
諸
問
題

　
1
　
第
一
次
国
家
試
験
と
そ
の
問
題
点

　
㈲
　
内
訳

　
二
〇
〇
〇
年
度
の
第
一
次
国
家
試
験
の
受
験
者
は
一
万
六
七
八
三

人
で
、
合
格
者
は
一
万
一
八
九
三
人
、
合
格
率
は
七
〇
・
八
六
％
で

あ
っ
た
。
成
績
の
割
合
は
、
①
優
等
、
②
優
、
③
良
好
、
④
良
、
⑤

合
格
、
⑥
不
合
格
（
①
ω
の
ξ
α
q
鼻
②
σ
q
鼻
③
＜
o
〒
冨
鼠
Φ
阜

α
q
Φ
ロ
9
④
σ
①
注
Φ
α
碍
雪
ρ
⑤
き
の
匡
9
Φ
鼠
一
⑥
σ
①
磐
き
q
雪
巳
o
－

耳
ー
ヨ
窪
α
q
Φ
一
冨
巳
の
順
に
、
①
○
・
一
％
、
②
二
・
四
五
％
、

③
一
一
・
九
九
％
、
④
二
六
・
三
二
％
、
⑤
二
九
・
二
六
％
、
⑥
二

九
・
一
四
％
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
①
は
】
七
人
で
あ
り
、
○
・

一
賂
と
い
う
割
合
は
、
一
九
八
九
年
と
比
較
す
る
と
、
半
分
に
減
少

し
て
い
る
。
⑤
の
低
い
成
績
の
合
格
者
と
⑥
不
合
格
者
の
割
合
が
高

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

　
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
度
の
受
験
者
は
一
万
五
四
五
一
人
で
、
合
格

者
は
一
万
一
一
三
九
人
、
合
格
率
は
七
二
・
〇
九
％
で
あ
っ
た
。
受

験
者
、
合
格
者
と
も
に
、
三
年
連
続
し
て
減
少
し
た
。
成
績
の
割
合

は
、
①
O
・
｝
五
％
、
②
二
・
六
七
％
、
③
一
二
二
〇
％
、
④
二

六
・
九
〇
％
、
⑤
三
〇
・
二
七
％
、
⑥
二
七
・
九
一
％
で
あ
っ
た
。

最
優
秀
者
の
①
は
二
五
人
に
増
加
し
た
。
⑥
の
最
低
合
格
の
段
階
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

割
合
が
、
一
九
九
九
年
と
同
じ
く
三
〇
％
台
を
回
復
し
た
。

　
ほ
ぼ
一
〇
年
前
の
一
九
八
九
年
の
割
合
は
、
①
○
・
二
％
、
②

二
二
六
％
、
③
一
〇
・
二
八
％
、
④
二
六
・
二
％
、
⑤
三
五
・
九

八
％
、
⑥
二
五
・
二
二
％
で
あ
っ
た
（
一
論
一
一
〇
巻
一
号
一
四
七

頁
参
照
）
。
こ
れ
ら
を
、
グ
ラ
フ
に
す
る
と
、
次
頁
の
よ
う
に
な
る
。

　
合
格
率
に
は
、
州
に
よ
り
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
、
二
〇
〇
〇

年
度
は
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
の
八
四
・
九

九
％
が
最
高
で
あ
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
の
八
一
・
＝
二
％
が
こ
れ
に

続
い
て
い
る
。
他
方
、
東
ド
イ
ッ
の
ザ
ク
セ
ン
州
は
、
四
九
・
七
八

％
で
あ
っ
た
。
南
ド
イ
ッ
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
も
六
五
・
二
四
％
で

　
（
3
）

あ
っ
た
。

　
二
〇
〇
一
年
度
も
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州

の
八
一
・
四
九
％
が
最
高
の
合
格
率
で
あ
り
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
八
○
・
七
四
％
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
八

0
・
三
六
％
が
高
い
。
東
ド
イ
ツ
の
ザ
ク
セ
ン
州
は
、
だ
い
ぶ
改
善

さ
れ
た
も
の
の
、
五
五
・
五
八
％
で
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州

10



（11）　法曹養成の新たな動向（1）

第一次国家試験の合格割合の推移

成績 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

1989年
0
．
2

2．16 10．28 26．2騰 35．98 25，22■

1998年 0．16 2．07 10．44 25　翻 30．89 31．44■

1999年 0．14 2．42 1L68 25，98麟 30．86 28．91■

2000年
0
．
1

2．45 1L99 2632騒 29．26 29．14■

2001年 0．15 2．67 12．10 2690醗 30．27 27，91■

　　　①②　　③　　　④　　　　⑤　　　　　　　　　　⑤

且989年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△［ggo年が再統一年

1998年

1999年

2000年

2001年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

　　　O　　　　　lO　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90　　　　建00

も
五
八
・
七
八
％
で
あ
っ
た
。
あ
い
か
わ
ら
ず
、
南
ド
イ
ッ
と
東
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

イ
ッ
は
合
格
率
が
低
く
、
六
〇
％
台
が
多
い
。

　
国
家
試
験
に
一
回
で
合
格
せ
ず
に
二
回
目
の
受
験
を
す
る
者
が
、

毎
年
合
計
二
〇
〇
〇
人
ほ
ど
お
り
、
そ
の
う
ち
一
〇
〇
〇
人
弱
は
ま

た
合
格
し
な
い
。
試
験
に
も
い
た
ら
ず
に
勉
学
に
挫
折
す
る
者
の
存

在
と
と
も
に
、
受
験
を
重
ね
て
も
必
ず
し
も
合
格
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
受
験
の
機
会
は
二
回
に
制
限
さ
れ
て

お
り
、
再
度
の
不
合
格
者
に
は
、
も
は
や
国
家
資
格
を
え
る
機
会
は

な
い
。

　
㈲
第
一
次
試
験
の
科
目
の
工
夫

　
第
一
次
国
家
試
験
に
は
、
各
州
に
よ
り
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
お
り
、

お
お
む
ね
二
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
バ
ー
デ

ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
よ
う
に
、
（
監
督
を
う
け
る
）
七
～

九
科
目
の
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
配
点
の
割

合
は
州
に
よ
り
異
な
る
が
、
お
お
む
ね
筆
記
試
験
が
六
〇
～
七
〇
％
、

口
述
試
験
が
四
〇
～
三
〇
％
で
あ
る
（
同
州
で
は
、
七
〇
％
と
三
〇

％
）
。
南
ド
イ
ッ
と
東
ド
イ
ッ
の
州
の
多
く
が
こ
の
類
型
に
あ
た
り
、

西
ド
イ
ッ
の
州
の
一
部
も
こ
れ
に
よ
る
。

　
第
二
は
、
家
で
の
論
文
作
成
（
＝
窪
緯
ぴ
㊦
δ
を
加
え
る
も
の

で
あ
る
。
北
ド
イ
ッ
と
西
ド
イ
ッ
の
州
に
多
く
み
ら
れ
る
類
型
で
あ

ヱ1
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国家試験、卒業試験

総数 卒業試験 学位

男 7578 6560 1017

融 5966 5540 426

男

女

8，000

7，000

6，000

5，000

4，000

3，000

2，000

1，000

　　　　0

卒業躁　　　　学位試験総数

る
。
配
点
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
で
、
三
つ
の
筆
記
試
験
と
家
で
の
論

文
作
成
、
口
述
試
験
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
で
あ
り
、
ヘ
ン
セ
ン
州

で
も
同
様
で
あ
る
　
（
た
だ
し
筆
記
試
験
は
四
科
目
）
。
　
ノ
ル
ト
ラ
イ

ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
は
、
家
で
の
論
文
作
成
と
三
科
目

で
行
わ
れ
る
筆
記
試
験
が
そ
れ
ぞ
れ
三
〇
％
と
三
〇
％
で
、
口
述
試

験
は
四
〇
％
と
す
る
場
合
と
、
筆
記
試
験
の
割
合
を
増
や
し
て
（
五

科
目
の
筆
記
試
験
）
四
〇
％
と
し
、
口
述
試
験
も
四
〇
％
と
し
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
の
論
文
作
成
が
二
〇
％
と
な
る
場
合
と
が
あ
る
。

　
＠
　
国
家
試
験
以
外
の
卒
業
試
験
の
導
入

　
一
九
九
九
年
度
の
第
一
次
国
家
試
験
の
受
験
者
は
、
一
万
二
三
七

四
人
、
合
格
者
は
一
万
〇
七
一
〇
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
相
当
す

る
大
学
の
卒
業
試
験
（
U
旦
o
ヨ
（
d
）
）
の
合
格
者
は
一
万
二
一
〇

〇
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
の
大
学
の
卒
業
試
験
の
合
格
者
は
、

一
三
九
〇
人
で
あ
る
。
お
も
に
専
門
大
学
の
卒
業
認
定
（
国
家
試
験

に
よ
ら
な
い
）
と
外
国
人
へ
の
卒
業
資
格
の
授
与
で
あ
る
。
ま
た
、

学
位
授
与
者
（
℃
3
ヨ
3
9
）
が
一
四
四
三
人
、
教
職
（
写
－

耳
m
ヨ
房
質
象
⊆
夷
）
の
合
格
者
が
一
人
お
り
、
こ
れ
ら
の
試
験
に

合
格
し
た
者
の
総
計
は
、
一
万
三
五
四
四
人
で
あ
る
。
う
ち
女
性
が

　
　
　
　
　
　
（
6
）

五
九
六
六
人
で
あ
る
。

　
2
　
在
学
年
数
の
推
移

　
第
一
次
国
家
試
験
の
受
験
要
件
を
み
た
す
た
め
の
在
学
年
数
は
か

な
り
長
く
、
八
学
期
の
者
が
も
っ
と
も
多
い
。
最
短
の
勉
学
期
間
は
、

法
律
上
は
、
四
学
期
で
あ
る
が
、
従
来
、
国
家
試
験
の
合
格
に
い
た

る
ま
で
の
期
間
は
、
そ
の
三
倍
に
も
達
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
の
改
革
の
結
果
、
短
縮
に
向
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、

第
一
次
国
家
試
験
の
要
件
を
み
た
し
て
も
、
慎
重
な
受
験
を
す
る
こ

と
か
ら
、
た
だ
ち
に
受
験
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
、
最
終
的
な
在

学
期
間
は
、
｝
定
の
科
目
の
履
修
を
終
え
て
試
験
要
件
を
み
た
す
た

12
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1989年～2001年までの、第1次および第2次国家試験の合格者数

① 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

1次O 8020 8127 7508 8411 9781 10127 11380 12573

2次△ 6129 6853 7522 7555 7796 8359 10653 10689

② 1997 1998 1999 2000 2001

1次○ 12393 12153 12099 11893 11139

2次△ 9761 10397 10710 10366 10697

1993年までは、東ドイッを含まない。

1991年までは、第2次試験の合格者の増員が続いた。

第1次国家試験合格者

一r

口

3，000

正，000

9，000

7，000

5，000
89　　　90　　　91　　　92　　　93　　　94　　　95　　　96　　　97　　　98　　　99　　　00　　　01　　　02

　　　　△1990年は、東西の再統一の年である。

　第1次試験の受験者数は、1990年台半ばまでほぼ一貫して増加していたが、
2000年代前後からは頭打ちとなった。

　第2次試験の受験者も増加を続け、1990年代半ばまでは、統一による需要が多
数あったが・その後は限界に達している・州の財政事情から増加はほとんど望め
ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　第1次試験、第2次試験ともに1995年、96年の増加がいちじるしいのは、91年
10月に東地域に入学した学生の受験が始まったからである。

六
学
期
で
あ
り
、
短
縮
の
効
果
は

み
ら
れ
な
い
。
八
学
期
の
者
は
、

三
五
・
七
】
％
（
八
学
期
で
初
め

て
受
験
し
合
格
し
た
者
が
全
合
格

者
の
中
に
占
め
る
割
合
。
再
受
験

者
を
含
め
た
受
験
者
全
体
の
中
で

の
割
合
は
、
二
九
・
六
四
％
）
で

・
あ
る
。
前
年
度
と
同
様
に
、
標
準

期
間
中
（
八
～
一
〇
学
期
）
に
お

さ
ま
る
受
験
者
の
学
期
数
に
も
増

加
傾
向
が
み
ら
れ
る
（
八
学
期
の

減
少
分
は
九
学
期
に
回
っ
た
）
。

も
っ
と
も
、
一
一
学
期
以
上
の
長

期
者
の
数
は
減
少
し
、
ま
た
七
学

　
　
　
　
　
　
（
9
）

期
の
者
も
微
増
し
た
。

　
3
　
第
二
次
国
家
試
験
と
そ
の

　
　
　
問
題
点

　
㈲
内
訳

　
第
二
次
国
家
試
験
の
二
〇
〇
〇

14



（15）　法曹養成の新たな動向（1）

年
度
の
受
験
者
は
一
万
二
二
一
二
人
、
合
格
者
は
一
万
〇
三
六
六
人
、

合
格
率
は
八
四
・
八
八
％
で
あ
っ
た
。
成
績
は
、
①
○
・
一
二
％
、

②
一
・
七
％
、
③
一
二
・
八
九
％
、
④
三
三
・
九
九
％
、
⑤
三
六
・

二
八
％
、
⑥
一
五
・
○
八
％
で
あ
る
。
概
し
て
東
ド
イ
ッ
の
諸
州
の

数
字
は
低
く
、
と
く
に
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
は
、
合
格
率
が

六
八
・
七
九
％
で
、
最
低
で
あ
っ
た
。
東
ド
イ
ッ
の
諸
州
は
、
ほ
ぼ

七
〇
％
台
の
合
格
率
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ッ
と
南
ド
イ
ッ
の
諸
州
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

成
績
は
、
ほ
ぼ
八
O
％
台
の
後
半
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
一
年
度
で
は
、
受
験
者
は
一
万
二
五
九
二
人
、
合
格
者
は

一
万
〇
六
九
七
人
、
合
格
率
八
四
・
九
五
％
で
あ
っ
た
。
成
績
は
、

①
○
・
〇
六
％
、
②
丁
六
九
％
、
③
一
三
・
四
五
％
、
④
三
四
・

三
四
％
、
⑤
三
五
・
四
〇
％
、
⑥
一
五
・
〇
五
％
で
あ
る
。
バ
ー
デ

ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
八
九
・
五
九
％
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ド
・

フ
ァ
ル
ツ
州
の
八
八
・
〇
六
％
が
高
い
ほ
う
で
あ
り
、
低
い
ほ
う
で

は
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
が
七
一
・
五
四
％
、
ブ
レ
ー
メ
ン

州
が
七
六
・
五
％
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ー
ポ
ン
メ
ル
ン
州
も

七
七
・
一
四
％
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
ベ
ル
リ
ン
州
も
、
七
八
・

＝
二
％
で
あ
り
、
東
ド
イ
ッ
の
低
い
傾
向
は
続
い
て
い
る
。
南
ド
イ

ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
は
、
八
五
・
五
九
％
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

平
均
化
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
㈲
　
試
験
方
法
の
工
夫

　
第
二
次
国
家
試
験
に
も
工
夫
か
凝
ら
さ
れ
る
が
、
内
容
は
各
州
に

よ
っ
て
異
な
る
。
こ
れ
は
、
三
つ
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
は
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
よ
う
に
、
監
督

下
で
行
わ
れ
る
八
科
目
の
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
に
よ
る
も
の
で
あ

る
（
配
点
は
、
七
〇
％
と
三
〇
％
）
。
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
筆
記

試
験
は
一
一
科
目
で
あ
り
、
配
点
は
七
五
％
で
あ
る
（
口
述
試
験
が

二
五
％
）
。
東
ド
イ
ッ
の
ザ
ク
セ
ン
州
も
こ
の
方
式
を
採
用
し
、
九

科
目
の
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
が
あ
る
（
配
点
は
筆
記
試
験
が
七
〇

％
、
口
述
試
験
が
三
〇
％
）
。

　
第
二
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
の
よ
う
に
、
八
つ
の

筆
記
試
験
と
、
短
い
論
述
（
囚
ξ
N
＜
9
霞
畠
o
P
＞
尊
窪
＜
R
ヰ
甜
、

書
面
の
陳
述
の
場
合
も
あ
る
）
、
口
述
試
験
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の

で
あ
る
（
配
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
一
一
分
の
八
、
一
三
分
の
一
、
一
三

分
の
四
）
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
も
、
八
科
目
の
筆
記
試
験
（
六
〇
％
）
、
短

い
論
述
（
一
六
％
）
、
口
述
試
験
（
二
四
％
）
、
東
ド
イ
ッ
の
メ
ク
レ

ン
プ
ル
ク
・
フ
ォ
ー
ポ
ン
メ
ル
ン
州
も
こ
の
方
式
に
よ
る
（
配
点
は
、

一
〇
科
目
の
筆
記
試
験
が
一
五
分
の
一
〇
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
一

五
分
の
一
、
口
述
試
験
が
一
五
分
の
四
）
。

　
も
っ
と
も
、
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
で
も
、
口
述
試

15



一橋論叢　第129巻　第1号　平成15年（2003年）1月号　（16）

験
に
は
、
書
面
の
陳
述
も
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
口
述
試
験
に
さ
い
し

て
、
受
験
者
に
冒
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
内
容
的
に

は
そ
う
異
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
。
口
述
試
験
に
も
、
ζ
自
⇒
色
7

0
冨
ギ
9
⊆
P
α
q
｝
℃
急
2
p
α
q
ω
α
q
o
呂
＆
9
が
あ
り
、
そ
の
境
界
は
必

ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
口
述
試
験
に
さ
い
し
て
、
受
験
者
に
意
見

を
述
べ
さ
せ
る
部
分
を
独
立
し
て
配
点
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
に

よ
る
。
そ
し
て
、
意
見
の
陳
述
を
独
立
さ
せ
評
価
す
る
場
合
に
は
、

口
述
試
験
全
体
の
割
合
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。
第
一
の
類
型
に

属
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
、
口
述
試
験
が
二
五
％
と
低
い
が
、
陳

述
を
含
む
と
す
る
ベ
ル
リ
ン
州
で
は
四
〇
％
と
な
る
。

　
第
三
は
、
こ
れ
ら
の
試
験
科
目
に
、
さ
ら
に
家
で
の
論
文
作
成

（
諺
き
器
3
象
）
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ

ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
は
、
家
で
の
論
文
作
成
が
二
四
％
、
四
つ
の

筆
記
試
験
が
三
六
％
、
書
面
に
よ
る
陳
述
が
一
〇
％
、
口
述
試
験
が

三
〇
％
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
と
選
択
的
に
八
つ
の
筆
記
試
験
と
、
口

述
試
験
（
配
点
は
、
六
〇
％
と
四
〇
％
）
に
よ
る
場
合
が
あ
る
。
家

で
の
論
文
作
成
が
選
択
可
能
な
の
は
、
ほ
か
に
二
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

州
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
全
体
的
に
あ
ま
り
多
く
は
な
い
。

　
論
文
作
成
が
あ
る
場
合
に
は
、
筆
記
試
験
の
配
点
割
合
を
減
少
さ

せ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
筆
記
試
験
の
一
種
と
み

れ
ば
、
筆
記
試
験
と
口
述
試
験
（
陳
述
を
含
む
）
の
割
合
は
、
お
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

む
ね
六
〇
％
と
四
〇
％
と
な
る
。
わ
が
く
に
と
比
し
て
、
口
述
試
験

の
比
率
は
か
な
り
高
い
と
い
え
よ
う
。

　
4
　
「
算
入
さ
れ
な
い
受
験
」
（
零
Φ
ぞ
巽
磐
9
）

　
「
算
入
さ
れ
な
い
受
験
」
は
、
国
家
試
験
、
卒
業
試
験
を
受
験
す

る
さ
い
に
回
数
制
限
（
二
回
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
慎
重
に
受
験
を

す
る
結
果
、
在
学
年
数
の
増
大
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
若

年
受
験
を
回
数
制
限
の
対
象
と
し
な
い
制
度
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年

代
の
改
革
で
、
早
期
の
受
験
を
促
す
た
め
に
採
用
さ
れ
た
。

　
二
〇
〇
〇
年
度
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
｝
次
国
家
試
験
を
受
験
し

た
者
は
六
一
二
六
人
、
受
験
者
の
三
六
・
五
％
で
あ
っ
た
。
前
年
よ

り
若
干
減
少
し
て
い
る
。
合
格
者
は
四
五
九
〇
人
で
、
合
格
率
は
七

六
・
五
六
％
で
あ
っ
た
。
全
体
の
平
均
合
格
率
七
〇
・
八
六
％
よ
り

高
い
。
①
優
等
、
②
優
、
③
良
好
、
④
良
（
ω
。
ξ
α
Q
鼻
α
q
鼻
＜
o
〒
σ
中

鼠
a
蒔
窪
9
σ
。
鼠
a
蒔
Φ
邑
）
ま
で
の
合
格
者
は
、
四
七
・
五
八

％
で
あ
り
、
こ
れ
も
前
年
よ
り
低
い
。
不
合
格
者
は
、
｝
四
三
六
人

で
あ
り
、
二
三
・
四
四
％
で
あ
っ
た
。
概
し
て
い
え
ば
、
東
ド
イ
ツ

地
域
、
つ
い
で
南
ド
イ
ッ
地
域
で
合
格
率
が
低
く
、
人
口
密
集
地
域

で
あ
る
西
ド
イ
ッ
地
域
で
は
、
「
算
入
さ
れ
な
い
受
験
」
に
よ
る
合

16



（17）　法曹養成の新たな動向（1）

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

格
率
が
高
い
と
い
え
る
。

　
二
〇
〇
一
年
度
は
、
「
算
入
さ
れ
な
い
受
験
」
（
自
由
な
挑
戦
）
に

よ
る
受
験
者
は
五
七
五
七
人
、
受
験
者
の
三
六
・
二
六
％
で
あ
っ
た
。

合
格
者
は
四
六
三
六
人
で
、
合
格
率
は
八
○
・
五
三
％
で
あ
っ
た
。

再
度
受
験
者
を
含
む
全
体
の
合
格
率
七
一
丁
〇
九
％
よ
り
も
高
い
。

①
優
等
、
②
優
、
③
良
好
、
④
良
（
ω
Φ
耳
α
q
耳
閃
鼻
＜
o
〒
竃
腫
一
。
－

隻
α
q
窪
ρ
富
ヨ
8
碍
Φ
邑
）
ま
で
の
合
格
者
は
、
五
四
・
九
二
％
で

あ
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
、
二
二
・
四
九
％
し
か
こ
れ
に
よ
る
受
験

を
し
て
い
な
い
が
、
合
格
率
は
九
｝
・
〇
五
％
に
達
す
る
。
合
格
の

確
実
な
者
が
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
他
方
、
東
ド
イ
ッ
の

チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
で
は
、
二
七
・
九
％
し
か
こ
れ
に
よ
る
受
験
を

し
て
い
な
い
が
、
合
格
率
は
七
四
・
一
％
に
す
ぎ
な
い
。
シ
ュ
レ
ス

ビ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
で
は
、
五
一
・
六
七
％
か
こ
れ
に
よ

る
受
験
を
し
な
が
ら
、
合
格
率
は
、
八
五
・
五
七
％
で
あ
る
。
合
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夙
）

率
は
、
概
し
て
西
と
北
ド
イ
ッ
で
高
く
、
東
ド
イ
ッ
で
低
い
。

　
5
　
実
務
研
修

　
二
〇
〇
一
年
度
に
、
実
務
研
修
を
し
て
い
る
修
習
生
は
二
万
二
｝

九
八
人
で
あ
り
、
う
ち
女
性
は
、
皿
万
〇
三
七
五
人
で
、
四
六
・
七

四
％
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
度
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
修
習
生
は
、

一
万
〇
七
〇
三
人
で
あ
っ
た
。
実
務
研
修
の
期
間
は
、
近
時
で
は
二

年
と
な
っ
て
い
る
が
、
人
員
の
過
剰
か
ら
、
採
用
数
の
増
加
は
見
込

　
　
　
　
　
（
田
）

め
な
い
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
二
年
度
の
修
習
生
は
、
｝
万
八
｝
七
九
人
で
あ
り
、
男
女

の
割
合
が
統
計
上
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
州
を
除
く
と
、
女
性
の
割

合
は
、
四
八
・
三
七
％
で
あ
る
。
と
く
に
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル

ト
州
、
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
な
ど
の
東
ド
イ
ッ
で
は
、
六
二
・
三
二

％
、
六
六
・
六
七
％
と
な
り
、
女
性
が
上
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

結
果
は
、
女
性
の
社
会
進
出
の
割
合
が
高
い
再
統
一
以
前
か
ら
の
傾

向
が
う
け
つ
が
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
西
と
北
ド
イ
ッ
で

は
四
〇
％
台
が
多
い
。
二
〇
〇
一
年
度
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
修
習

生
は
一
万
〇
二
四
〇
人
で
あ
り
、
前
年
か
ら
連
続
し
て
一
万
一
〇
〇

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

○
人
を
割
り
込
ん
だ
。

　
　
　
第
二
節
実
務
研
修
の
実
態
と
問
題

　
1
　
待
機
期
間

　
修
習
生
の
数
が
増
大
し
た
近
時
に
あ
っ
て
は
、
実
務
研
修
に
は
い

る
ま
で
の
待
機
期
間
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
州
に

よ
っ
て
給
与
に
も
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト

の
可
否
は
、
採
用
の
可
能
性
や
待
機
期
間
の
長
さ
と
と
も
に
、
実
務
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（
ロ
）

研
修
の
志
願
者
に
と
っ
て
重
大
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。

　
待
機
期
間
の
増
大
は
、
大
学
と
実
務
研
修
と
が
直
結
す
る
は
ず
の

二
段
階
法
曹
養
成
制
度
の
重
大
な
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
他
方
、

財
政
問
題
と
の
関
わ
り
で
は
、
そ
の
給
与
の
削
減
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
第
一
次
国
家
試
験
を
、
従
来
の
資
格
試
験
と
し
て

で
は
な
く
、
採
用
試
験
と
し
て
合
格
者
数
を
限
定
す
る
た
め
に
用
い

る
の
は
、
職
業
選
択
の
自
由
に
関
す
る
憲
法
問
題
と
絡
み
、
む
ず
か

し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
次
国
家
試
験
合
格
者
が
、

研
修
に
は
い
る
ま
え
の
待
機
期
間
が
事
実
上
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
も
、
職
業
選
択
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
批
判
が
強
い
。

そ
こ
で
、
近
時
で
は
、
修
習
生
の
給
与
の
無
償
化
が
議
論
さ
れ
て
い

る
。　

連
邦
国
家
で
あ
る
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
第
｝
次
国
家
試
験
お
よ

び
そ
の
後
の
修
習
生
ー
司
法
官
試
補
の
採
用
は
、
各
州
ご
と
に
行
わ

れ
る
。
採
用
の
実
務
に
あ
た
る
の
は
、
各
地
の
高
裁
や
各
州
の
司
法

省
で
あ
り
、
ま
た
人
事
に
関
す
る
高
裁
の
権
限
は
、
日
本
と
は
比
べ

よ
う
の
な
い
ほ
ど
強
い
。
そ
こ
で
、
採
用
時
期
や
人
員
は
、
各
州
の

各
時
期
の
事
情
に
よ
り
異
な
る
。
地
域
性
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

修
習
生
の
採
用
に
関
す
る
議
論
に
も
相
違
が
あ
る
。

　
2
　
比
較
に
よ
る
示
唆

　
法
曹
と
対
比
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
法
曹
数
増
加
後
の
モ
デ

ル
と
さ
れ
る
医
者
と
の
比
較
に
よ
る
と
、
わ
が
く
に
で
も
、
将
来
増

大
し
た
司
法
修
習
生
の
給
料
を
ど
の
程
度
国
が
保
障
で
き
る
か
に
は

疑
問
も
多
い
。
ド
イ
ッ
の
第
一
次
国
家
試
験
合
格
者
の
給
与
は
最
低

限
の
水
準
に
す
ぎ
な
い
し
、
わ
が
く
に
の
医
者
の
た
ま
ご
で
あ
る
研

修
医
に
つ
い
て
は
、
臨
床
研
修
が
六
八
年
か
ら
努
力
義
務
と
し
て
実

施
さ
れ
て
い
る
が
、
研
修
医
の
手
当
が
私
立
大
学
病
院
で
平
均
月
一

〇
万
円
に
み
た
ず
、
休
日
や
夜
間
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
せ
ざ
る
を
え
な

い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
医
師
免
許
取
得
後
の
臨
床
研
修
は
、
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
義
務
化

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
医
師
臨
床
研
修
検
討

部
会
は
、
二
〇
〇
二
年
四
月
二
〇
日
、
給
与
な
ど
研
修
医
の
処
遇
に

つ
い
て
、
研
修
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
国
が
経
費
助
成
の
拡
充
を
図

る
と
す
る
中
間
報
告
案
を
ま
と
め
、
給
与
や
勤
務
時
間
、
当
直
、
保

険
加
入
な
ど
処
遇
基
準
と
な
る
内
容
に
つ
い
て
も
、
国
が
示
す
こ
と

を
求
め
た
。
同
省
も
、
二
年
間
の
研
修
期
間
中
の
ア
ル
バ
イ
ト
診
療

禁
止
を
研
修
施
設
に
要
請
す
る
と
い
わ
れ
る
。
受
け
い
れ
医
療
機
関

は
、
こ
れ
ら
の
処
遇
の
ほ
か
に
、
医
療
保
険
、
労
災
保
険
、
医
師
賠

償
、
責
任
保
険
の
加
入
な
ど
を
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
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（19）　法曹養成の新たな動向（1）

　
財
源
に
つ
い
て
は
、
施
設
整
備
や
研
修
経
費
の
助
成
の
拡
充
と
と

も
に
、
国
の
補
助
金
増
額
と
診
療
報
酬
改
定
で
確
保
す
る
こ
と
に
な

る
。
一
万
五
〇
〇
〇
人
前
後
の
研
修
対
象
者
に
、
例
え
ば
月
額
三
〇

万
円
の
給
与
を
払
う
と
す
る
と
、
年
に
約
五
四
〇
億
円
が
必
要
と
な

（
田
）

る
。

　
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
修
習
生
の
合
格
者
を
三
〇
〇
〇
人
と
し
た

場
合
に
、
研
修
医
と
の
比
較
で
、
単
純
に
五
分
の
一
と
し
て
も
、
約

一
〇
〇
億
円
が
必
要
と
な
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
部
分
的
に
で

も
診
療
報
酬
で
の
対
応
が
可
能
な
医
者
と
異
な
り
、
修
習
生
で
は
、

純
粋
に
国
家
の
負
担
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
他
方
で
、
研
修
医
と

異
な
り
、
多
少
の
ア
ル
バ
イ
ト
（
ド
イ
ッ
と
同
じ
く
）
は
、
容
認
可

能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
内
容
に
も
よ
る
が
、
豊
富
な
経
験
を

積
む
必
要
か
ら
む
し
ろ
推
奨
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
時
間
が
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

れ
る
か
ど
う
か
は
、
べ
つ
の
問
題
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
＜
閃
一
，
ω
豊
。
耳
魯
区
O
o
ざ
ヨ
①
葺
ρ
冒
器
8
一
φ
。
ω
。
〈
O
σ
雫

　
　
　
ω
一
。
三
5
①
『
虫
①
国
麟
Φ
宮
誘
。
α
Φ
3
お
叶
2
巨
O
N
≦
。
ぎ
三
仁
膏
・

　
　
　
房
3
撃
ω
欝
讐
8
急
ど
コ
閃
言
』
讐
お
蓉
8
〉
■
一
九
九
九
年
ま
で

　
　
　
の
数
字
は
、
小
野
・
前
掲
書
一
九
四
頁
参
照
。

　
　
（
2
）
合
げ
Φ
邑
。
葺
警
Φ
邑
①
甲
ひ
Q
Φ
σ
三
。
・
。
・
。
量
。
灸
。
き
注
N
幕
一
－

　
　
　
8
⇒
冒
ユ
ω
二
8
7
曾
の
3
0
0
什
o
り
℃
三
ど
コ
ひ
q
凶
ヨ
富
耳
o
卜
o
O
g
y
こ
れ
は
、

　
葺
6
目
＼
＼
≦
≦
≦
σ
ヨ
㌣
ど
＆
」
。
＼
隔
匡
ヨ
窃
＼
騎
段
＼
ω
。
『
＜
一
8
＼
ω
9
冴
－

　
臣
ミ
か
ら
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
）
＜
閃
一
切
窪
。
耳
①
仁
呂
u
o
5
ヨ
。
巨
ρ
P
P
ρ
（
冒
ω
卜
。
。
。
一
y
ω

　
。
ω
。
V
■
小
野
・
前
掲
書
一
九
五
頁
参
照
。

（
4
）
a
σ
。
邑
。
耳
昌
。
邑
。
日
的
。
σ
三
ω
ω
a
。
3
巨
9
⊆
注
N
奉
一
－

　
ε
三
仁
冨
蓼
9
雪
ω
鼠
鉱
ω
も
≡
ε
畠
言
古
訂
①
爬
。
。
一
y

（
5
）
〈
＞
詳
…
α
O
。
三
。
葺
琶
の
位
Φ
二
⇒
α
巽
Φ
鱗
雪
㎞
言
ω
－

　
憂
9
睾
ギ
段
巨
鵬
N
⊆
R
耳
一
轟
。
且
①
r
。
一
ω
呂
£
9
V
■

（
6
）
　
一
9
。
。
〈
ギ
畦
巨
鴨
コ
塁
国
o
魯
ω
。
ゴ
三
雪
一
。
8
〉
（
ω
3
け
一
ω
－

　
塞
3
醗
盲
ξ
ど
9
8
β
ω
じ
。
。
。
。
y
大
学
が
行
う
試
験
や
、
専
門

　
大
学
で
大
学
の
試
験
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
前

　
掲
書
一
八
四
頁
、
二
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
小
野
・
前
掲
書
一
九
六
頁
参
照
。

（
8
）
＜
鵬
5
旦
。
耳
。
5
位
U
。
ざ
馨
三
ε
易
卜
。
。
。
一
－
ω
，
。
ω
ト
っ
■
合
σ
①
雫

　
。
。
同
o
耳
口
σ
R
＆
o
U
9
ゆ
¢
Φ
『
α
Φ
ω
の
侍
巨
日
ヨ
ω
卜
。
O
O
O
〉
■

（
9
）
a
σ
。
邑
9
三
σ
。
乙
凶
Φ
9
⊆
Φ
乙
Φ
ω
ω
ヨ
α
≡
暴
鱒
。
。
一
y

（
－
o
）
＜
閃
5
。
『
ざ
耳
①
5
位
U
o
百
幕
三
Φ
－
甘
ω
卜
。
。
。
一
〕
o
。
，
。
ω
。
■
〈
⇔
σ
①
㍗

　
。
。
8
耳
言
。
『
島
。
田
鷺
σ
三
ω
ω
o
α
。
『
日
ω
一
雪
⊆
＆
N
≦
Φ
一
8
ヨ
⊆
＝
甲

　
房
9
臼
望
き
び
℃
旨
ご
品
陣
ヨ
富
ぼ
Φ
ト
っ
。
。
。
y
小
野
・
前
掲
書
一

　
九
七
頁
参
照
。

（
u
）
a
σ
の
邑
。
某
呂
。
こ
一
。
国
彊
。
σ
畠
ω
Φ
α
Φ
島
邑
窪
仁
区
署
①
一
，

　
8
コ
冒
『
一
。
。
牙
魯
撃
ω
鼠
衆
ω
冥
亀
＝
粛
ぎ
富
ξ
o
N
。
。
一
y
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（
1
2
）
〈
＞
辞
琶
α
O
Φ
＆
o
耳
巨
閃
α
Φ
『
一
⇒
α
①
『
塁
①
一
け
Φ
p
一
5
一
ω
－

　
試
ω
魯
窪
牢
驚
旨
閃
蟹
R
σ
ユ
畠
①
＆
Φ
い
Φ
圃
ω
ε
畠
2
y

（
B
）
＜
。
Q
田
Φ
『
一
。
ぎ
⊆
＆
∪
畠
E
・
・
婁
ε
易
b
。
。
。
一
φ
。
ω
卜
。
，
〈
O
σ
年

　
の
凶
。
耳
ま
R
＆
Φ
国
品
3
三
器
①
α
巽
マ
虫
く
Φ
冴
5
ぎ
ト
。
8
0
y
小

　
野
・
前
掲
書
一
九
八
頁
参
照
。

（
1
4
）
＜
ひ
q
一
ω
豊
3
3
琶
α
∪
。
臣
馨
三
ρ
冒
器
8
一
φ
8
卜
。
，
〈
q
σ
零

　
ω
一
。
耳
菩
Φ
『
9
Φ
国
茜
①
σ
旨
ω
の
①
α
Φ
『
即
色
く
震
ω
8
ぎ
N
。
。
一
〉

（
1
5
）
＜
西
田
①
蔚
ぎ
巨
α
U
。
ざ
ヨ
貫
ρ
甘
器
。
。
一
冒
ω
b
ω
b
。
甲
く
ま
。
撃

　
ω
幽
O
『
一
P
σ
①
『
α
一
Φ
N
餌
『
一
α
①
『
知
Φ
h
O
『
Φ
⇒
α
ゆ
『
O
凶
昌
θ
＜
O
『
σ
O
『
O
【
け
ロ
コ
の
o
o
ー

　
巳
Φ
霧
け
（
o
目
Φ
σ
Φ
ω
g
留
お
p
く
o
＆
。
邑
ε
粛
巴
一
。
⇒
雪
y
ω
b
ω
卜
⊇
’

　
〈
O
σ
①
邑
9
一
菩
巽
9
Φ
N
魯
一
α
R
虫
畠
Φ
器
＝
け
窪
寄
h
Φ
『
2
－

　
母
お
（
9
希
σ
窃
8
0
R
g
＜
o
＆
o
邑
9
p
α
q
ω
＆
撃
誓
y
小
野
・

　
前
掲
書
一
九
九
頁
参
照
。

（
1
6
）
　
合
σ
o
邑
o
算
⊆
σ
①
『
色
Φ
N
ゆ
三
α
。
『
勾
Φ
脇
Φ
『
Φ
＆
貰
。
ぎ
く
o
『
－

　
σ
Φ
お
一
ε
昌
鵯
9
Φ
冨
け
（
o
び
器
σ
Φ
ω
o
呂
震
雪
く
o
＆
o
お
一
ε
口
の
区
一
・

　
Φ
冨
け
）
y
a
σ
Φ
房
一
〇
鐸
P
げ
Φ
『
＆
Φ
N
呂
三
。
『
虫
諾
Φ
。
り
一
・
＝
併
睾
力
駄
段
－

　
Φ
且
。
ゆ
お
（
o
言
Φ
σ
①
ω
o
且
段
。
⇒
く
・
吾
巽
。
巨
p
α
q
ω
島
。
塁
侍
）
〉
■

（
1
7
）
　
小
野
・
二
〇
一
頁
以
下
参
照
。
実
務
研
修
に
つ
い
て
は
、
＜
尊

　
ゆ
o
p
訂
葺
国
5
ω
併
o
一
ビ
⇒
鴨
巴
ε
跨
一
〇
昌
ぎ
践
『
匹
g
冒
旨
試
ω
9
雪

　
く
。
＆
塞
ぎ
お
昏
Φ
拐
二
p
U
。
5
8
三
き
α
（
窓
幹
雪
盆
『
巨
）
－

　
Φ
ヨ
Φ
O
σ
Φ
邑
o
葺
（
切
魯
。
三
〇
仁
＆
U
o
〆
‘
ヨ
。
三
①
y
冒
の
一
。
。
O
唱

　
o
o
●
8
還
実
務
研
修
の
廃
止
と
い
う
議
論
も
あ
る
が
、
　
こ
れ
に
は
反

対
論
が
多
い
（
話
一
、
の
昌
3
♀
旨
田
一
8
P
ω
じ
。
　
一
九
七
℃
年

代
の
一
段
階
法
曹
養
成
制
度
に
は
、
待
機
期
間
の
減
少
だ
け
で
は
な

く
、
部
分
的
に
は
、
実
務
研
修
の
軽
減
と
い
う
目
的
が
包
含
さ
れ
て

い
た
。

　
わ
が
く
に
の
司
法
改
革
と
の
関
連
か
ら
み
る
と
、
現
行
司
法
試
験

の
合
格
率
が
三
％
程
度
と
さ
れ
、
ド
イ
ッ
の
第
一
次
国
家
試
験
の
合

格
率
が
、
七
〇
％
を
超
え
る
の
と
で
は
、
一
見
非
常
な
相
違
が
あ
る
。

し
か
し
、
ド
イ
ッ
で
も
、
待
機
期
間
の
ほ
と
ん
ど
な
い
ト
ッ
プ
・
ク

ラ
ス
①
②
（
ω
Φ
耳
ひ
q
鼻
閃
旨
）
の
第
一
次
国
家
試
験
の
合
格
率
は
、

三
％
に
み
た
な
い
か
ら
、
こ
の
範
囲
で
は
、
か
な
り
接
近
す
る
。
ド

イ
ッ
で
も
、
合
格
範
囲
を
①
～
④
の
σ
Φ
旨
a
蒔
①
＆
ま
で
と
し
、

現
在
の
最
低
合
格
⑤
（
窪
巽
㊤
9
Φ
邑
）
を
除
外
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
三

〇
％
が
減
少
す
る
か
ら
、
合
格
率
は
一
気
に
四
〇
％
に
ま
で
減
少
す

る
。
合
格
者
の
能
力
低
下
や
待
機
期
間
の
増
大
を
考
慮
す
る
と
、
こ

れ
が
適
性
範
囲
と
も
い
え
る
。
合
格
者
数
拡
大
の
意
図
さ
れ
る
日
本

の
試
験
と
逆
の
方
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
途
挫
折
者
の
存
在
を
も

考
慮
す
る
と
、
ド
イ
ッ
の
合
格
率
も
必
ず
し
も
そ
う
高
い
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　
日
本
型
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
ド
イ
ッ
の
国
家
試
験

が
参
照
さ
れ
、
合
格
率
七
〇
％
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
弁
護

士
人
口
の
増
大
の
た
め
の
い
わ
ば
緊
急
措
置
で
あ
り
、
長
期
的
に
は

五
〇
％
ぐ
ら
い
が
適
性
水
準
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
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と
も
思
わ
れ
る
（
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
ド
イ
ッ
で
合
格
者
を

　
①
～
④
に
限
定
し
た
場
合
と
、
あ
ま
り
差
か
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
な

　
る
）
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
不
合
格
者
に
対
す
る
他
の
選
択

　
肢
の
整
備
な
ど
も
前
提
と
な
ろ
う
。

（
1
8
）
　
朝
日
新
聞
二
〇
〇
二
年
四
月
｝
二
日
。
二
〇
〇
一
年
度
に
過
剰

　
請
求
に
よ
る
医
療
費
を
レ
セ
プ
ト
を
審
査
し
減
額
し
た
額
が
一
〇
〇

　
〇
億
円
（
二
一
二
二
万
件
）
と
い
わ
れ
た
か
ら
（
同
新
聞
同
年
八
月

　
二
七
日
）
、
こ
の
修
習
生
へ
の
額
を
多
い
と
み
る
か
ど
う
か
は
、
人

　
に
よ
っ
て
異
な
ろ
う
。

（
1
9
）
　
ド
イ
ッ
で
は
、
修
習
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
時
間
は
、
国
家
試
験

　
の
成
績
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
。
小
野
・
前
掲
書
二
〇
三
頁
以
下
参

　
照
。
日
本
の
研
修
医
の
ア
ル
バ
イ
ト
は
、
新
た
な
手
当
の
設
定
に
伴

　
い
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
同
新
聞
同
年
九
月
五
日
）
。
従
来
は
、

　
研
修
医
の
長
時
間
労
働
が
慣
習
化
し
て
い
る
と
い
わ
れ
、
過
労
死
に

　
よ
る
労
災
の
認
定
も
認
め
ら
れ
た
（
同
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
日
）
。

　
ア
ル
バ
イ
ト
を
認
め
る
場
合
に
、
修
習
生
に
つ
い
て
も
、
適
切
な
制

　
限
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
（
｝
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

（21）　法曹養成の新たな動向（1）
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